
POINT

相続人一人当たり５００万円まで非課税というのは生命保険に認めら
れた税法上の大きな特典。ぜひ活用しよう

生命保険の非課税枠

課税の対象となる
生命保険金等の額

＝
受け取った
保険金の額

－ 500万円 ×
法定
相続人

たとえば、
法定相続人が妻と子供3人の合計4人の場合には、

500万円×4人＝2000万円

生命保険のうち、2000万円までは

相続税がかからない

この場合は、少なくとも2000万円以上の
生命保険をかけるようにするべき


